
保発 0601 第５号

令和８年６月１日

都 道 府 県 知 事

殿

地方厚生（支）局長

厚 生 労 働 省 保 険 局 長

（ 公 印 省 略 ）

「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について

「柔道整復師の施術に係る療養費について」（平成 22 年５月 24 日付け保発 0524 第

２号厚生労働省保険局長通知）について、その一部を別紙のとおり改正し、令和８年

７月１日から適用することとしたので、貴管下の関係者に周知を図るとともに、円滑

に取り扱われるよう御配慮願いたい。

ただし、改正前の別添１別紙の様式第５号及び様式第５号の２並びに別添２の様式

第５号及び様式第５号の２による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用

できることとする。
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「柔道整復師の施術に係る療養費について」（平成 22 年５月 24 日付け保発 0524 第２号）

○別添１別紙の一部を次の表のように改正する。

（傍線部分が改正部分）

改 正 後 改 正 前
別紙

第１章～第３章 （略）

第４章 療養費の請求

（申請書の作成）

26 （略）

(1)～(6) （略）

(7) 正当な理由なく、請求を遅らせることは認められないものであるこ

と。

27・28 （略）

第５章～第８章 （略）

第９章 患者ごとの償還払いへの変更

（保険者等の行う通知・確認等）

46 （略）

(1) （略）

(2) 保険者等は、以下に該当すると考えられる患者について、当該患

者及び当該患者に施術を行っている施術所の施術管理者に対し、丙

を通じて償還払い注意喚起通知（様式第９号及び第９号の２を標準と

する。）を送付すること。

（削る）

（削る）

①～③ （略）

④ 令和９年１月以降において、前月までの連続する 12 か月の間

に、通算して８月以上かつ９部位以上について施術を受けている

別紙

第１章～第３章 （略）

第４章 療養費の請求

（申請書の作成）

26 （略）

(1)～(6) （略）

（新設）

27・28 （略）

第５章～第８章 （略）

第９章 患者ごとの償還払いへの変更

（保険者等の行う通知・確認等）

46 （略）

(1) （略）

(2) 保険者等は、以下に該当すると考えられる患者について、当該患

者及び当該患者に施術を行っている施術所の施術管理者に対して、
償還払い注意喚起通知（様式第９号及び第９号の２を標準とする。）

を送付すること。

① 自己施術（柔道整復師による自身に対する施術）に係る療養費

の請求が行われた柔道整復師である患者

② 自家施術（柔道整復師による家族に対する施術、柔道整復師に

よる関連施術所の開設者及び従業員に対する施術）を繰り返し受

けている患者

③～⑤ （略）

（新設）

（別紙）
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患者

(3) 保険者等は、(2)①に該当する対象患者について、繰り返し照会し

ても回答が得られない場合には、償還払い注意喚起通知を送付し、併

せて当該患者に対し、照会に回答しない理由について文書の提出を求

めるとともに、電話又は面会により回答を求めること。(2)②、③又

は④のいずれかに該当する患者については、償還払い注意喚起通知を

送付した月の翌月以降に、同様の施術及び療養費の請求が行われ、な

お(2)②、③又は④のいずれかに該当すると考えられる場合は、事実

関係を確認するため、当該患者に対し、文書等により、施術内容、回

数、実際に施術を受けているか、外傷によるものなのか等の説明を求

めること。なお、(2)③又は④に該当する患者については、保険者等

は、文書だけによらず、電話又は面会により、当該患者に対し、施術

内容、回数、実際に施術を受けているか、外傷によるものなのか等の

説明を求めること。

(4) 保険者等は、(3)の対象患者について、(3)の確認の結果、療養費

の適正な支給の観点から、その後の施術の必要性を個々に確認する必

要があると考えられる場合は、当該患者及び当該患者に施術を行って

いる施術所の施術管理者に対し、丙を通じて償還払い変更通知（様式

第 10 号及び第 10 号の２を標準とする。）を送付すること。また、保

険者等は、当該患者に対して、償還払い変更通知が到着した月の翌月

以降に施術を受ける場合は、償還払い変更通知を施術所に提示すると

ともに、施術所に施術料金を全額支払った上で、自身で保険者等に療

養費の請求を行うよう指導すること。なお、(2)①、③又は④のいず

れかに該当する患者については、保険者等は、償還払い変更通知の送

付だけによらず、電話又は面会により、当該患者に対し、償還払いに

変更となること、施術を受ける場合は施術所に償還払い変更通知を提

示すること等を説明すること。

（削る）

47～50 （略）

（受領委任の取扱いの再開）

(3) 保険者等は、(2)の対象患者について、償還払い注意喚起通知を送

付した月の翌月以降に、同様の施術及び療養費の請求が行われ、なお

(2)①から⑤までのいずれかに該当すると考えられる場合は、事実関

係を確認するため、当該患者に対し、文書等により、施術内容、回数、

実際に施術を受けているか、外傷によるものなのか等の説明を求める

こと。なお、(2)③及び⑤に該当する患者については、保険者等は、

文書だけによらず、電話又は面会により、当該患者に対し、照会に回

答しない理由（⑤に該当する患者は除く。）とともに、施術内容、回

数、実際に施術を受けているか、外傷によるものなのか等の説明を求

めること。

(4) 保険者等は、(3)の対象患者について、(3)の確認の結果、状況が

改善されないなど、なお(2)①から④までのいずれかに該当し、療養

費の適正な支給の観点から、その後の施術の必要性を個々に確認する

必要があると考えられる場合は、当該患者及び当該患者に施術を行っ

ている施術所の施術管理者に対して、償還払い変更通知（様式第 10

号及び第 10 号の２を標準とする。）を送付すること。また、保険者等

は、当該患者に対して、償還払い変更通知が到着した月の翌月以降に

施術を受ける場合は、償還払い変更通知を施術所に提示するととも

に、施術所に施術料金を全額支払った上で、自身で保険者等に療養費

の請求を行うよう指導すること。なお、(2)③及び⑤に該当する患者

については、保険者等は、償還払い変更通知の送付だけによらず、電

話又は面会により、当該患者に対し、償還払いに変更となること、施

術を受ける場合は施術所に償還払い変更通知を提示すること等を説

明すること。

(5) 保険者等は、(2)①に該当する患者については、(2)及び(3)の手続

きを経ることなく、当該患者及び当該患者に施術を行っている施術所

の施術管理者に対して、(4)の償還払い変更通知を送付することがで

きること。

47～50 （略）

（受領委任の取扱いの再開）
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51 保険者等は、47 により償還払いに変更となった患者について、それぞ

れの状況に応じて定期的な確認を行い、受療状況や請求状況、患者照会へ

の回答状況が改善されるなど、療養費の適正な支給の観点から、その後の

施術の必要性を個々に確認する必要がないと考えられる場合は、当該患者

並びに 46(4)及び 50 により償還払いへの変更を通知した施術管理者に対

し、丙を通じて受領委任の取扱い再開通知（様式第 11号及び第 11 号の２

を標準とする。）を送付すること。また、保険者等は、当該患者に対して、

受領委任の取扱い再開通知に記載した受領委任の取扱いの再開月以降に

施術を受ける場合は、受領委任の取扱い再開通知を施術所に提示するよう

指導すること。

第１０章 （略）

51 保険者等は、47 により償還払いに変更となった患者について、それぞ

れの状況に応じて定期的な確認を行い、受療状況や請求状況が改善される

など、療養費の適正な支給の観点から、その後の施術の必要性を個々に確

認する必要がないと考えられる場合は、当該患者並びに 46(4)及び 50 に

より償還払いへの変更を通知した施術管理者に対して、受領委任の取扱い

再開通知（様式第 11号及び第 11 号の２を標準とする。）を送付すること。

また、保険者等は、当該患者に対して、受領委任の取扱い再開通知に記載

した受領委任の取扱いの再開月以降に施術を受ける場合は、受領委任の取

扱い再開通知を施術所に提示するよう指導すること。

第１０章 （略）



4

（様式第１号）～（様式第４号）（略） （様式第１号）～（様式第４号）（略）
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（様式第６号）～（様式第８号）（略） （様式第６号）～（様式第８号）（略）
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（様式第 11 号）・（様式第 11号の２）（略） （様式第 11 号）・（様式第 11号の２）（略）
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○別添２の一部を次の表のように改正する。

（傍線部分が改正部分）

改 正 後 改 正 前
受領委任の取扱規程

第１章～第３章 （略）

第４章 療養費の請求

（申請書の作成）

26 （略）

(1)～(6) （略）

(7) 正当な理由なく、請求を遅らせることは認められないものであるこ

と。

27・28 （略）

第５章～第８章 （略）

第９章 患者ごとの償還払いへの変更

（保険者等の行う通知・確認等）

46 （略）

(1) （略）

(2) 保険者等は、以下に該当すると考えられる患者について、当該患者

及び当該患者に施術を行っている施術所の施術管理者に対して、償還

払い注意喚起通知（様式第９号及び第９号の２を標準とする。）を送付

すること。

（削る）

（削る）

①～③ （略）

④ 令和９年１月以降において、前月までの連続する 12 か月の間

に、通算して８月以上かつ９部位以上について施術を受けている

患者

(3) 保険者等は、(2)①に該当する対象患者について、繰り返し照会して

受領委任の取扱規程

第１章～第３章 （略）

第４章 療養費の請求

（申請書の作成）

26 （略）

(1)～(6) （略）

（新設）

27・28 （略）

第５章～第８章 （略）

第９章 患者ごとの償還払いへの変更

（保険者等の行う通知・確認等）

46 （略）

(1) （略）

(2) 保険者等は、以下に該当すると考えられる患者について、当該患者

及び当該患者に施術を行っている施術所の施術管理者に対して、償還

払い注意喚起通知（様式第９号及び第９号の２を標準とする。）を送付

すること。

① 自己施術（柔道整復師による自身に対する施術）に係る療養費

の請求が行われた柔道整復師である患者

② 自家施術（柔道整復師による家族に対する施術、柔道整復師に

よる関連施術所の開設者及び従業員に対する施術）を繰り返し受

けている患者

③～⑤ （略）

（新設）

(3) 保険者等は、(2)の対象患者について、償還払い注意喚起通知を送付
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も回答が得られない場合には、償還払い注意喚起通知を送付し、併せ

て当該患者に対し、照会に回答しない理由について文書の提出を求め

るとともに、電話又は面会により回答を求めること。(2)②、③又は④

のいずれかに該当する患者については、償還払い注意喚起通知を送付

した月の翌月以降に、同様の施術及び療養費の請求が行われ、なお(2)

②、③又は④のいずれかに該当すると考えられる場合は、事実関係を

確認するため、当該患者に対し、文書等により、施術内容、回数、実

際に施術を受けているか、外傷によるものなのか等の説明を求めるこ

と。なお、(2)③又は④に該当する患者については、保険者等は、文書

だけによらず、電話又は面会により、当該患者に対し、施術内容、回

数、実際に施術を受けているか、外傷によるものなのか等の説明を求

めること。

(4) 保険者等は、(3)の対象患者について、(3)の確認の結果、療養費の

適正な支給の観点から、その後の施術の必要性を個々に確認する必要

があると考えられる場合は、当該患者及び当該患者に施術を行ってい

る施術所の施術管理者に対して、償還払い変更通知（様式第 10号及び

第 10 号の２を標準とする。）を送付すること。また、保険者等は、当

該患者に対して、償還払い変更通知が到着した月の翌月以降に施術を

受ける場合は、償還払い変更通知を施術所に提示するとともに、施術

所に施術料金を全額支払った上で、自身で保険者等に療養費の請求を

行うよう指導すること。なお、(2)①、③又は④のいずれかに該当する

患者については、保険者等は、償還払い変更通知の送付だけによらず、

電話又は面会により、当該患者に対し、償還払いに変更となること、

施術を受ける場合は施術所に償還払い変更通知を提示すること等を説

明すること。

（削る）

47～50 （略）

（受領委任の取扱いの再開）

51 保険者等は、47 により償還払いに変更となった患者について、それぞ

れの状況に応じて定期的な確認を行い、受療状況や請求状況、患者照会へ

の回答状況が改善されるなど、療養費の適正な支給の観点から、その後の

した月の翌月以降に、同様の施術及び療養費の請求が行われ、なお(2)

①から⑤までのいずれかに該当すると考えられる場合は、事実関係を

確認するため、当該患者に対し、文書等により、施術内容、回数、実

際に施術を受けているか、外傷によるものなのか等の説明を求めるこ

と。なお、(2)③及び⑤に該当する患者については、保険者等は、文書

だけによらず、電話又は面会により、当該患者に対し、照会に回答し

ない理由（⑤に該当する患者は除く。）とともに、施術内容、回数、実

際に施術を受けているか、外傷によるものなのか等の説明を求めるこ

と。

(4) 保険者等は、(3)の対象患者について、(3)の確認の結果、状況が改

善されないなど、なお(2)①から⑤までのいずれかに該当し、療養費の

適正な支給の観点から、その後の施術の必要性を個々に確認する必要

があると考えられる場合は、当該患者及び当該患者に施術を行ってい

る施術所の施術管理者に対して、償還払い変更通知（様式第 10号及び

第 10 号の２を標準とする。）を送付すること。また、保険者等は、当

該患者に対して、償還払い変更通知が到着した月の翌月以降に施術を

受ける場合は、償還払い変更通知を施術所に提示するとともに、施術

所に施術料金を全額支払った上で、自身で保険者等に療養費の請求を

行うよう指導すること。なお、(2)③及び⑤に該当する患者については、

保険者等は、償還払い変更通知の送付だけによらず、電話又は面会に

より、当該患者に対し、償還払いに変更となること、施術を受ける場

合は施術所に償還払い変更通知を提示すること等を説明すること。

(5) 保険者等は、(2)①に該当する患者については、(2)及び(3)の手続

きを経ることなく、当該患者及び当該患者に施術を行っている施術所

の施術管理者に対して、(4)の償還払い変更通知を送付することができ

ること。

47～50 （略）

（受領委任の取扱いの再開）

51 保険者等は、47 により償還払いに変更となった患者について、それぞ

れの状況に応じて定期的な確認を行い、受療状況や請求状況が改善される

など、療養費の適正な支給の観点から、その後の施術の必要性を個々に確
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施術の必要性を個々に確認する必要がないと考えられる場合は、当該患者

並びに 46(4)及び 50 により償還払いへの変更を通知した施術管理者に対

して、受領委任の取扱い再開通知（様式第 11号及び第 11 号の２を標準と

する。）を送付すること。また、保険者等は、当該患者に対して、受領委

任の取扱い再開通知に記載した受領委任の取扱いの再開月以降に施術を

受ける場合は、受領委任の取扱い再開通知を施術所に提示するよう指導す

ること。

52・53 （略）

第１０章 （略）

認する必要がないと考えられる場合は、当該患者並びに 46(4)及び 50 に

より償還払いへの変更を通知した施術管理者に対して、受領委任の取扱い

再開通知（様式第 11号及び第 11 号の２を標準とする。）を送付すること。

また、保険者等は、当該患者に対して、受領委任の取扱い再開通知に記載

した受領委任の取扱いの再開月以降に施術を受ける場合は、受領委任の取

扱い再開通知を施術所に提示するよう指導すること。

52・53 （略）

第１０章 （略）
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（様式第１号）～（様式第４号）（略） （様式第１号）～（様式第４号）（略）
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（様式第６号）～（様式第８号）（略） （様式第６号）～（様式第８号）（略）
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（様式第 11 号）・（様式第 11号の２）（略） （様式第 11 号）・（様式第 11号の２）（略）
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